
 
河川浄化報償金交付要綱 

 
（交付の趣旨） 
第１条 市が管理する河川の清掃及び除草等河川環境の浄化並びに親水活動等

の河川愛護活動を組織的に行う団体に対して､その活動を支援するため報償

金を交付するものとする｡ 
 
（交付対象団体） 
第２条 前条の報償金を交付する団体は河川環境の浄化及び河川愛護活動を実

施することを目的として自主的に設立された「川を守る会」等の団体で、そ

の活動実績等を審査し、市長が報償金の交付対象団体として認定した団体(以
下「認定団体」という。)とする。 

２ 前項の団体は、10 名以上の会員で組織され、地元の自治協議会の推薦を受

けた団体で、年間２回以上の河川愛護活動を１年間以上実施した実績を有す

る団体とする。 
 
（交付対象となる河川及び活動範囲） 
第３条 交付対象となる市が管理する河川は、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 
（１）格上げ 二級河川 
（２）準用河川 
（３）普通河川 
（４）上記、河川以外で地域において通称河川と呼ばれている下水道施設 
（５）その他 審査の上、市長が特に必要と認めるもの 
２ 交付対象となる活動範囲については、交付対象団体として認定する際に、

併せて審査し、市長が認定するものとする。 
なお、年度中途の活動範囲の変更は、行うことができない。 

 
（報償金の交付手続） 
第４条 報償金の交付を受けようとする認定団体の代表者は河川浄化報償金交

付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない｡ 
 
（報償金の交付） 
第５条 報償金は前条の規定により申請書が提出された認定団体の活動実績を

審査し、市長が交付基準に合致すると認めたものについて、第６条に定める

ところにより年１回交付する｡ 
 
（報償金の交付基準及び交付額） 
第６条 報償金の交付額は予算の範囲内において団体活動支援金、延長加算金

及び愛護活動加算金の合計とする｡  
ただし、年間の清掃及び除草等河川環境の浄化活動の回数が、２回以上の

認定団体に対し、報償金を交付するものとする。   
 



 
２ 団体活動支援金の交付基準及び金額については別表１、延長加算金の交付

基準及び金額については別表２に、愛護活動加算金の交付基準及び金額につ

いては別表３に、定めるところによる｡ 
 
（審査機関） 
第７条 第２条及び第３条に掲げる審査、その他道路下水道局長が必要と判断

した事項の審査を実施するための機関として、次の各号に掲げる者で構成す

る「福岡市河川浄化報償金交付審査会」（以下「審査会」という。）を設置

する。 
（１）道路下水道局長 
（２）道路下水道局 総務部長 
（３）道路下水道局 管理部長 
（４）道路下水道局 計画部長 
（５）道路下水道局 建設部長 
２ 審査会は、道路下水道局長が招集する。 
３ 審査会の事務局は、建設部河川課に設置する。  
 
（審査会の掌握事務） 
第８条 審査会は、新たに報償金の交付を受けようとする団体の第２条第２項

に掲げる活動実績等を審査し、交付対象団体としての認定を行う。 
２ 既に認定を受けている団体についても、道路下水道局長が審査の必要性を

判断した場合には、審査会を招集し、交付対象団体としての適否を認定する

ことができる。 
３ 審査会は、第３条第１項第５号に該当するもの、第３条第２項に掲げる新

規団体の活動範囲の認定及び認定団体の活動範囲の変更を認定するものとす

る。 
４ 審査会は、道路下水道局長が審査の必要性を判断した場合には、第５条に

掲げる活動実績を審査するものとする。 
 
（施行細則） 
第９条 この要綱の施行に際し必要な事項は、別に定める。 
 
附 則 

 この要綱は昭和 45 年４月１日から適用する｡ 
 
 附 則  
 この改定要綱は昭和 47 年４月１日から適用する｡ 
 
 附 則 
 この改定要綱は昭和 55 年４月１日から適用する｡ 
 
  附 則 
 この改定要綱は平成 11 年４月１日から適用する｡ 



 
 
附 則 

 この改定要綱は平成 20 年４月１日から適用する｡ 
 
附 則 

 この改定要綱は平成 21 年４月１日から適用する｡ 
 
附 則 

 この改定要綱は平成 22 年４月１日から適用する。 
 
附 則 

 この改定要綱は平成 27 年４月１日から適用する。 
 
【別表１ 団体活動支援金】 
年間清掃及び浄化活動回数 金額（円） 
２回 ３０，０００円 
３～４回 ５０，０００円 
５回以上 ６０，０００円 
１ 活動計画の決定等の会議は、活動回数に含まないものとする。 
 
 
【別表２ 延長加算金】 

延長距離 金額（円） 
０．５km 以上４km 未満 ２０，０００円 
４km 以上８km 未満 ３０，０００円 
８km 以上 ４０，０００円 
１ 加算額の対象となる延長距離は､清掃及び除草等河川環境の浄化活動を実

施している河川延長とする。 
 
 
【別表３ 愛護活動加算金】 
年間で実施した活動の種類 金額（円） 
２種類以上 ２０，０００円 
１ 活動の種類については、次項の活動分類によるものする。 
２ 活動分類 
（１）河川内の不法投棄物の回収 
（２）巡回パトロール 
（３）高水敷の洗浄 
（４）地域住民と連携した生き物調査・水質調査  
（５）水生生物の育成・保護 
（６）河川敷の花壇の手入れ 
（７）その他の親水・河川愛護活動 


